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1．背景と目的 

棚田を核とした地域振興によりその保全を図ることを目的として、令和元年 8月に棚田地域

振興法が施行され、全国各地で「指定棚田地域振興活動計画書（以後、計画書）」が策定・認定

された。計画書は各地域の特性に適合したものである必要があるが、その策定においては中山

間地域等直接支払交付金の加算措置に重点が置かれ、内容について十分かつ適切に検討されて

いない懸念が指摘されている 1)。法施行後約 5年半が経過した同法は、自治体単位での事例報

告はあるものの、全国的にその実態を把握した研究はみられない。よって本研究では、(1)全

国の指定棚田地域※1 の基礎的な概況、(2)ア.計画書の策定・認定状況及び、イ.その策定主体

である棚田地域振興活動協議会（以後、協議会）の設置状況を整理・分析し、その特性を明ら

かにするとともに、(3)計画策定における課題について考察を行う。 

2．方法 

 (1)基礎的な概況は、2025 年 2 月 18 日時点までに指定・公示された各道府県の指定棚田地

域数及び棚田団地数を文献調査により整理した。(2)ア.計画書の状況は認定済みの棚田団地数

等について、(2)イ.協議会の状況は設置パターン等について、同じく文献調査から整理・分析

を行った。(1)(2)はいずれも内閣府の HP2)を参考とした。 

3．結果  

(1)全国では、茨城県・埼玉県・東京都・神奈川県・鳥取県・沖縄県を除く 41 道府県におい

て、733指定棚田地域 3,048 団地が指定されていた。棚田団地数については、新潟県が 496 と

最も多く、12県が 100団地以上を有していた。（図 1） 

(2)ア.計画書は、3,048団地中 1,711団地（56％）で認定されていた一方で、1,337団地（44％） 
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図 1.各都道府県の棚田団地数(n=3,048) 
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は認定されていなかった（図 2）。このうち、指

定月日が不明な３団地を除く 1,334 団地では、

指定・公示から経過年数 3 年未満のものが 25団

地（2％）であったのに対し、3年以上のものが

1,309団地（98％）と大多数を占めていた。 

(2)イ.計画書が認定された 1,711 団地では

190 協議会が設立され、複数の団地を含むもの

も存在し、各自治体によりその状況は異なって

いた。市町村内に団地が 1つの場合、全て 1市

町村 1協議会の形であった（表 1）。複数団地の

場合、協議会の設置パターンは主に「a.市町村

単位」「b.指定棚田地域単位」「c.棚田団地単位」

の 3 つに分類された。a,b に該当する協議会は

90 であったが、これらの計画書の多くは、個々の団地をひとまとめに扱った構成であった。一

方で、山口県長門市では市町村単位で協議会を設置しているものの、計画書は団地ごとに策定

していた。また、新潟県上越市や島根県奥出雲町では、協議会内の活動単位ごとに組織体制を

整備していた。 

4．考察と今後の研究課題 

 全国では数多くの棚田団地が指定されており、棚田地域振興法による総合的な保全活動を検

討・実施できる土台が構築されていた。一方で、計画書が未認定の地域も多く、そのほとんど

が指定・公示から 3年以上経過しており、計画書を策定しない要因についてはさらなる実態把

握・分析が求められる。計画書を策定している地域のうち、複数の団地を有する市町村では協

議会の設置に 3つのパターンが確認された。特に市町村や指定棚田地域単位で設置されている

場合、各団地の特性に即した計画書策定が求められるが、一部地域を除く多くの協議会では、

個々の団地をひとまとめに扱う構成であり、それぞれに適合した計画とはなっていない状況が

懸念される。一方で、各団地で計画書を策定している協議会などもあることから、そのような

事例のさらなる実態把握・分析も求められる。 
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※1 棚田団地を含む旧旧市町村の範囲 

図 2.各棚田団地の計画書認定状況(n=3,048) 
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表 1.協議会の設置パターン 

Establishment pattern of councils  

1団地

63協議会 27協議会 47協議会
53協議会

137協議会

190協議会

協議会数(n=190)

複数団地
市町村が

含む団地数

協議会の

設置パターン

（太字が設置単位）

a.市町村単位 b.指定棚田地域単位 c.棚田団地単位
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